
若
尾
家
の
地
主
的
土
地
所
有
の
推
移
＝
動
向

―
若
尾
財
閥
経
営
史
研
究
序
説
―

は

じ

め

に

筆
者
は
前
稿

「
昭
和
初
年
に
於
け
る
若
尾

一
族
の
企
業
経
営
活
動
の
実
態
」

に
於
い
て
、
者
尾

一
族
は
第

一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
た
戦
争
景
気
を
背
景

と
す
る
企
業
勃
興
＝
投
資
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
急
激
に
族
生
し
た
企
業
群
へ
積
極

的
な
経
営
参
画
を
行
な
う
こ
と
を
通
し
て
急
速
に

「
財
閥
」
と
し
て
の
外
観
を

整
え
て
い
っ
た
事
実
を
析
出
し
、
若
尾
財
閥
の
全
生
涯
を
考
察
す
る
上
で
第

一

次
世
界
大
戦
と
言
う
時
期
が
重
要
な
画
期
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
前
稿
は

そ
の
標
題
が
示
す
通
り
若
尾
財
閥
の
諸
側
面
の
う
ち
、
若
尾

一
族
の
企
業
経
営

活
動
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
た
。
勿
論
、
文
字
通
り
の

「
序
説
」
＝
資
料
調
査
報
告
で
あ
っ
て
、
更
に
深
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

論
点
も
少
な
く
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
稿
で
も
述
べ
た
様

に
、
若
尾
財
閥
の
全
生
涯
を
、
地
主
経
営
、
銀
行
経
営
、
企
業
経
営
の
各
々
の

側
面
か
ら
ト
ー
タ
ル
に
学
問
的
に
明
ら
か
に
す
る
に
到
っ
て
い
な
い
現
状
、
就

中
、
こ
れ
ま
で
、

「
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
人
名
簿
」
、

「
日
本
全
国

嚇
車
独
陪
賤
叶
Ｄ
ま
〈るい
Ⅶ
又 「
屯
紺
剥
鶏
到
傲
嚇
蜘
磯
Φ
豹
範
舛
導
巾
堀
痢
期
螂

齋

藤

康

彦

て
い
る
萩
原
為
次

『素
裸
に
し
た
甲
州
財
閥
』
、
小
泉
剛

『甲
州
財
閥
』
、
齋

藤
芳
弘

『
甲
州
財
閥
物
語
』
等
々
の
著
作
に
於
い
て
も
地
主
経
営

へ
の
関
説
は

ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
と
い
う
山
梨
県
第

一
位
の
大
地
主
た
る
若
尾
家
の
地
主

経
営
の
分
析
の
立
遅
れ
を
考
え
る
時
、
そ
の
分
析
検
討
は
急
務
で
あ
る
こ
と
は

言
う
を
倹
た
な
い
。

だ
が
、
若
尾
家
の
地
主
経
営
の
分
析
を
行
な
う
場
合
、
多
く
の
困
難
が
伴
な

う
こ
と
も
又
、
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
最
盛
時
に
は
七
〇
〇
町
歩
に
垂
ん
と
す

る
そ
の

「
巨
大
性
」
に
比
し
て

「
八
月
十
五
日
夜
突
然
無
智
ノ
群
衆

二
襲

ハ
レ

蕗
上
本
店
建
物
数
棟
卜
共

二
当
部

か
若
尾
地
所
部

・
筆
者
）
ノ
簿
記
書
類
フ
焼

失
」
と
あ
る
様
に
、
大
正
七
年

（
一
九

一
八
）
夏
、
全
国
各
地
で
激
発
し
た
米

騒
動
と
連
動
し
た
若
尾
邸
焼
打
ち
と
、
昭
和
初
年
の
若
尾
財
閥
の
破
綻
な
ど
に

よ
る
資
料
の
焼
失
、
散
逸
に
伴
な
う
残
存
資
料
の
乏
し
さ
と
い
う
資
料
的
制
約

が
こ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
若
尾
家
の
地
主
経
営
の
分
析
検
討
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
の
も
、
偏
に
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
資
料
的
制
約
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い
が
、

市
史
編
さ
ん
の
資
料
調
査
の
過
程
で
発
見
さ
れ
た

『
三
浦
正
弘
家
文
書
』
の
分

析
作
業
の
中
間
報
告
と
い
う
意
味
合
で
、
前
稿
に
引
き
続
い
て
、
若
尾
財
閥
の
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全
生
涯
を
解
粥
す
る
作
業
の

一
環
と
し
て
、
地
主
経
営
、
銀
行
経
営
、
企
業
経

営
と
多
面
的
性
格
を
有
す
る
若
尾
財
閥
の
諸
側
面
の
う
ち
、
地
主
経
営
、
前
稿

と
の
関
連
で
い
え
ば
、
第

一
次
世
界
大
戦
を
画
期
と
す
る

「
転
換
」
を
上
地
所

有
の
推
移
Ｈ
動
向
と
い
う
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
課
題
を
設
定
し
た
い
。

た
だ
、
甲
府
市
史
綿
さ
ん
過
程
の
資
料
調
査
報
告
と
い
う
本
稿
の
持
つ
性
格

上
、
敢
え
て
論
点
を
絞
り
込
ん
で
あ
る
た
め
、
地
主
経
営
の
他
の
側
面
の
検
討

は
続
稿
に
譲
っ
た
点
と
、
資
料
の
残
存
状
況
か
ら
、
分
析
検
討
の
時
期
は
著
し

く
偏
ら
ざ
る
を
得
な
い
点
を
予
め
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。

地
主
経
営
の
成
長
と
基
器

一
介
の
行
商
人
か
ら
出
発
し
た
若
尾
逸
平
が
、
い
か
な
る
契
機
で
土
地
集
積

を
行
な
い
県
内
屈
指
の
巨
大
地
主
と
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
、
若
尾
家
の
明
治
前
期
段
階
に
於
け
る
土
地
集
積
過
程
に
就
い
て
は
資
料

的
に
明
確
に
し
え
な
い
。
い
ま
断
片
的
な
資
料
に
よ
っ
て
跡
付
け
る
な
ら
ば
次

の
様
で
あ
る
。

明
治

一
六
年

（
一
八
八
三
）
の

「
巡
察
使
質
創
４
件
取
調
書
」
に
よ
れ
ば
、

若
尾
逸
平
の
不
動
産
は
五
万
円
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
金
額
は
、
大
正

一
三

年
盆

九
二
四
）
「
五
十
町
歩
以
上
大
地
主
ノ
調
査
」
に
名
を
連
ね
る
南
巨
摩
郡

増
穂
村
の
小
林
小
太
郎
の
八
万
円
、
東
八
代
郡
南
八
代
村
の
加
賀
美
嘉
兵
衛
、

中
巨
摩
郡
五
明
村
の
市
川
太
右
衛
門
の
七
万
円
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
県
下
の

十
指
に
入
る
不
動
産
額
で
あ
る
。
更
に
、
明
治
二
〇
年

（
一
八
八
七
）
の
山
梨

県
知
事
の

「
秘
密
内
申
」
に
よ
れ
ば
、
若
尾
逸
平
の
地
租
額
は
三
、
二
〇
〇
円

で
あ
っ
て
、
前
述
の
小
林
小
太
郎
の
三
、
三
二
五
円
に
次
い
で
第
二
位
に
位
置

し
て
い
石
¨
両
年
と
も
若
尾
家
の
所
有
面
積
を
具
体
的
に
把
握
し
得
な
い
が
、

明
治
二
〇
年
の
場
合
、
三
二
〇
町
歩
余
を
集
積
し
て
い
る
東
山
梨
郡
平
等
村
の

根
津
家
の
地
租
額
が
六
二
五
円
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
若
尾
家
は
明

治
二
〇
年
代
初
頭
段
階
に
於
い
て
山
梨
県
下
で
文
字
通
リ
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
巨

大
地
主
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
契
機
は
、
後
年
臣

大
地
主
へ
の
成
長
を
遂
げ
た
多
く
の
地
主
層
と
同
様
、
地
租
改
正
と
そ
れ
に
引

き
続
く
松
方
デ
フ
レ
で
あ
ろ
ガ
．
こ
の
間
の
事
情
を
伝
記

『若
尾
逸
平
』
は
次

の
様
に
述
べ
て
い
る
。

西
南
戦
役
の
後
、
紙
幣
濫
発
の
結
果
そ
の
価
格
に
甚
し
い
変
動
を
及
ば
し

…
…
民
部
省
で
発
行
し
た

一
円
紙
幣
は
、
ザ
ッ
と
五
拾
銭
位
の
価
格
し
か
な

か
っ
た
。
…
…

（
逸
平
は
）
家
屋
敷
田
畑
残
ら
ず
其
時
開
業
し
て
間
も
な
い

正
金
銀
行
に
質
入
し
て
銀
貨
十

一
万
円
を
借
出
し
、
乾
坤

一
榔
、
そ
れ
を
民

部
省
の
紙
幣
と
交
換
し
た
。
…
…
逸
平
は
此
の
二
十
余
万
の
紙
幣
を
残
ら
ず

他
に
貸
付
け
た
。
そ
の
後
四
年
経
っ
て
明
治
十
七
年
に
成
る
と
、
逸
平
の
硯

ん
だ
眼
は
外
れ
な
か
っ
た
。
案
の
如
く
政
府
の
信
用
は
引
き
直
っ
て
、
そ
の

一
円
紙
幣
は
内
外
共
に
一
円
に
通
用
す
る
事
に
成
っ
た
。
斯
う
成
っ
て
見
る

と
正
金
銀
行
に
質
入
し
た
家
屋
敷
及
び
田
畑
を
受
出
す
に
は
借
り
た
時
の
半

分
の
現
金
で
済
む
と
云
ふ
勘
定
に
成
っ
て
来
た
。
政
府
の
信
用
は
直
っ
て
来

た
が
、
民
間
の
金
融
は
詰
っ
て
来
た
。
そ
の
為
に
逸
平
が
貸
金
の
抵
当
に
取

っ
た
田
地
は
大
抵
我
が
手
に
流
れ
込
ん
で
来
て
了
っ
た
。
此
処
に
於
い
て
か

逸
平
は

一
躍
し
て
其
の
資
産
を
倍
し
、
日
本
で
屈
指
砕
状
地
主
に
成
っ
た
。

逸
平
が
富
の
基
礎
の
固
ま
っ
た
の
は
此
の
時
で
あ
っ
た
。

見
て
来
た
様
な
土
地
集
積
を
通
し
て
若
尾
逸
平
は
山
梨
県
随

一
の
豪
商
農
に

成
長
し
、
そ
の
経
済
力
を
背
景
と
し
て
明
治
二
三
年

（
一
八
九
〇
）
に
多
額
納

税
者
議
員
と
し
て
貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

男
治
二
〇
年
代
以
降
に
就
い
て
も
、
若
尾
家
の
土
地
所
有
規
模
を
具
体
的
に

把
握
し
得
る
資
料
は
な
い
。
し
か
し
、
明
治
二
三
年
を
第

一
回
と
し
て
、
以
後



(第 1表)若尾家租税構成の推移

一鰯
額
悴た
一％

一嘘腑Ｒ

司
刺
制
日
『
羽
ヨ

壁[_』魂齢 |

94.61

2う .81

100

86.61

78.71

99.01

88.3i

73.う |

74.う |

任
期
七
年
の
多
額
納
税
者
議
員
の
改
選
期
に

「
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選

人
名
簿
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
に
は
直
接
国
税
と
し
て
地
租
、
所
得
税
の
納
入

額
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
地
租
額
か
ら
地
価
を
算
定
し
そ
こ
か
ら
所
有
地

面
積
を
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
山
梨
県
で
は
所
謂
議
員
の
た

ら
い
廻
し
が
行
な
わ
れ
た
た
め
ほ
ぼ
四
年
目
毎
に
補
欠
選
挙
に
伴
な
う

「
互
選

人
名
簿
」
の
作
成
が
行
な
わ
れ
他
県
に
比
し
て
よ
り

「
詳
し
い
」
デ
ー
タ
ー
が

得
ら
れ
る
と
い
う

「
幸
運
」
に
恵
ま
れ
て
い
る
綸
）

第

一
表
は
、
山
梨
県
の
各
年
次

「
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
人
名
簿
」

よ
り
作
成
し
た
若
尾
家
の
租
税
構
成
の
推
移
で
あ
る
。

検
討
に
先
立
ち
第

一
表
の
説
明
を
し
て
お
く
と
、
直
接
国
税
額
、
地
租
額
、

所
得
税
額
は
各
々
原
資
料
の
数
値
で
あ
る
。
換
算
地
価
は
地
租
額
を
各
年
の
地

租
率
で
除
し
て
算
出
し
、
推
定
耕
地
面
積
は
、
現
在
ま
で
に
判
明
し
て
い
る
若

尾
家
の
土
地
所
有
規
模
の
ピ
ー
ク
の
大
正
六
年

（
一
九

一
七
）
の
日
畑
、
山
林
、

宅
地
の
面
積
構
成
比
、
七
九

・
三
、　
一
五

・
八
、
二

・
二
、
二
・
七
％
を
基
準

と
し
て
、
田
畑
、
山
林
に
就
い
て
は
中
巨
摩
郡
物
、
宅
地
に
就
い
て
は
甲
府
市

の
各
年
の
平
均
地
価
を
用
い
て
換
算
を
行
な
っ
た
。
こ
の
数
値
が
ど
れ
だ
け
実

態
を
反
映
し
て
い
る
か

（
と
い
う
点
に
関
し
て
は
疑
問
を
狭
む
余
地
を
残
し
て
い

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
明
治
期
の
土
地
所
有
規
模
を
明
ら
か
に
で
き
な

い
現
在
は
、
敢
え
て
こ
の
数
値
で
検
討
を
す
す
め
た
い
。
「土
地
所
得
額
比
率
」
、

即
ち
、
所
得
税
額
に
占
め
る

「
土
地

二
付
」
納
め
た
所
得
額
の
割
合
は
、
若
尾

家
の
所
得
が
ど
の
程
度
土
地
所
有
を
基
盤
と
す
る
も
の
か
を
示
す
指
標
の
ひ
と

つ
と
し
て
算
出
し
た
。

〈珀
）

直
接
国
税
額
、
地
租
額
は
、
明
治
二
三
年
以
降
大
正
期
に
か
け
て

一
貫
し
て

他
を
大
き
く
鮒
４
離
し
常
に
山
梨
県
の
首
位
に
位
置
し
そ
の
隔
絶
し
た
経
済
力

を
示
し
て
い
る
。
換
算
地
価
額
も
明
治
三
七
、
四
四
、
大
正
七
年
の
各
年
に
於

円
3,897,71

5,370.

6,301.

9,114.4

,71  9,990.1

41119,453.

24,654.

正 判う1,372,

29,7う 8

うう,760,01

-28-―



|う
ち甲府市分

324.う 27,更

141.024″

29.621″

1.609〃

5,63439″

404,41″

円
264,97う

1,18う

120

71,

67

2,う ,069   1 233,069

積  価  格   |

|う
ち甲府市示T構成|

詞
0.21

(大正 9年度)

0,1

0.0

0.0

0.0

0.0

31.7

0.0

4.7

(第 2表)若尾家不動産資産構成

円

％

０４

‐７

‐８

”

″

”

２

男

男

０１

９

５

２

畑  荒
山  林
原  野
池  沼
池 沼 荒

雑  地
宅  地
宅 地 荒

建  物
道  路

計

4,427.う 1

229,90う ″

988.911″

28.92う ″

14う 。811″

20。 506″

3.021″

022″

1.609″

う0,069. 37,79う .09

172   ″

う,6う 4.99″

404.41〃

い
て
前
回
に
比
し
て
若
干
の
減
額
も
見
ら
れ
る
が
、
ほ
ば
全
期
間
を
通
じ
て
増

加
し
続
け
て
い
る
。
増
加
の
テ
ン
ポ
は
全
期
間
を
通
じ
て
ほ
ぼ

一
定
で
あ
り
、

男
治
二
三
年
か
ら
大
正
八
年
の
三
〇
年
間
に
二
・
三
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
し

か
し
、
明
治

一
六
年
を
基
準
と
す
る
と
六
上
ハ
倍
で
あ
り
、
ン」
の
こ
と
か
ら
明
治

一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
土
地
集
積
が
い
か
に
ド
ラ
ス

チ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
改
め
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
換
算
地
価
額
を

基
礎
に
算
出
し
た
推
定
耕
地
面
積
に
よ
れ
ば
、
若
尾
家
は
明
治
二
三
年
段
階
で

既
に
三
六
〇
町
歩
程
度
の
耕
地
集
積
を
行
な
っ
て
い
る
。
若
尾
家
の
地
主
経
営

は
切
治
二
〇
年
代
初
頭
段
階
を
画
期
と
し
て
経
営
基
盤
を

「
確
立
」
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
ほ
ば

一
〇
年
毎
に
一
五
〇
町
歩
宛
の
耕
地
集
積
を
行
な

い
明
治
四
〇
年
代
初
頭
に
は
七
〇
〇
町
歩
水
準
に
達
す
る
。
し
か
し
、
耕
地
面

積
推
計
に
よ
れ
ば
、
明
治
四

一
年
を
ピ
ー
ク
に
一
転
し
て
減
少
傾
向
を
辿
る
こ

と
が
看
取
で
き
る
。
こ
の
点
に
就
い
て
は
後
に
よ
り
詳
細
に
検
討

を
加

え

た

い
。

梨
撒
哄
如
鱒
脚
嘲
柳
数
幅
］
等
渕
剤
陣
嘲
靖
我
Ｆ
円
鰤
］
卿
細
部
つ 行
敬
地 っ
障
ｔま‐．‐

そ
の
比
重
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
若
尾
家
の
地
租
の
比
重
は
常
に
多

額
納
税
者
全
体
の
そ
れ
を
上
回
″
て
お
り
、
又
、
土
地
所
得
額
比
率
は
切
治
三

〇
年
の
二
三

・
八
を
例
外
と
し
て
、
七
五
ぞ

一
〇
〇
％
と
著
し
く
高
く
そ
の
数

値
は
前
述
の
多
額
納
税
者
全
体
の
そ
れ
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
事
実
を
読
み

取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
、
若
尾
家
の
経
営
基
盤
の
総

体
的
把
握
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
断
定
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

若
尾
家
の
経
営
基
盤
の
主
要
部
分
が
、
そ
の
全
生
涯
を
通
し
て
地
主
的
土
地
所

有
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
資
料
的
制
約
は
覆
い
難
い
が
、
第

一
表
の
検
討
に
よ
っ
て
、
若
尾
家
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の
地
主
経
営
の
明
治
ｔ
大
正
期
の
成
長
過
程
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
田
畑
面
積
は
推
計
の
水
準
に
上
ま
り
、
土
地
資
産
の
内
訳
な
ど
は
明
ら

か
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
裕
時
期
は
下
が
る
が
、

大

正

九
年

（
一
九
二

〇
）
度
の
若
尾
家
の
不
動
産
資
産
の
構
成
表
で
あ
る
第
二
表
か
ら
そ
の
点
を
明

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

同
表
に
よ
れ
ば
、
若
尾
家
の
総
土
地
所
有
高
は
、
田
畑
、
宅
地
、
山
林
原
野

そ
の
他
を
合
わ
せ
て
六
〇
〇
町
歩
を
超
え
、
そ
の
見
積
価
格
は
、
建
坪
五
六
三

四
坪
余
の
建
物
も
含
め
て
四
九
三
万
円
余
に
達
す
る
。
そ
の
内
訳
は
、
面
積
で

み
る
と
大
部
分
は
耕
地
で
あ
り
、
耕
地
の
田
畑
比
は
凡
そ
八
対
二
で
あ
っ
て
圧

倒
的
な
田
勝
の
構
成
で
あ
る
。
該
時
期
の
山
梨
県
の
日
畑
構
成
比
が
ほ
ぼ

一
対

二
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
若
尾
家
は
水
田
に
重
点
を
置
い
て
土
地
集
積
を
行

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
第
二
表
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
見
積
価
格
の
三
六

・
四
％
を
占
め
る
宅

‐８

拶

７

地

・
建
物
の
存
在
で
あ
る
。
事
実
、
若
尾
家
は
若
尾
地
所
部
の
中
に
宅
地
課
を

設
け
、
甲
府
市
を
中
心
と
し
た
宅
地
、
建
物
の
管
理
、
賃
貸
業
務
を
分
掌
さ
せ

て
い
る
。
し
か
し
、
紙
数
の
制
約
か
ら
、
こ
の

「
都
市
型
地
主
」
と
も
規
定
す

べ
き
側
面
の
検
討
は
稿
を
改
め
て
行
な
い
た
い
。

甥
治
１
大
正
期
を
通
し
て
若
尾
家
の
所
有
地
面
積
の
町
村
別
の
分
布
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
大
正

一
四
年

（
一
九
二
五
）
の
み
町
村
別
の

地
租
額
が
判
明
す
る
に
と
ど
ま
硫
鍔
第
三
表
は

「
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互

選
人
名
簿
」
の
記
載
数
値
に
基
づ
く
町
村
別
地
租
額
及
び
換
算
地
価
で
あ
る
。

同
表
の
検
討
に
先
立
ち
大
正

一
四
年
と
い
う
年
は
前
掲
第

一
表
で
も
明
ら
か
な

様
に
若
尾
家
の
地
主
経
営
と
し
て
は
そ
の
規
模
と
い
う
側
面
に
於
い
て
は
既
に

「
ピ
ー
ク
」
を
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
点
は
予
め
注
意
し
て
お
き
た
い
。

第
三
表
に
よ
れ
ば
、
若
尾
家
の
所
有
地
は
甲
府
市
を
は
じ
め
東
山

（
梨
Ｔ
西
山

梨
、
東
八
代
、
中
臣
摩
、
北
巨
摩
郡
の

一
市
二
八
町
村
に
分
布
し
て
い
る
。
郡

”

０６

０

２２

９０

斃

２４

”

８０

７８

づ

，

う

‐２

１

‐８

■

１

９

３

　

１

”

別
地
移
８‐９
効
８６
４‐６
向
％
８０
”
据
‐９‐

田

島

王

幡

母

条

永

積

影

岡

田

響

炉

騨

畔

漁

ド

脚

陣

博

脚

脚

‐田之
‐百

一　
　
　
　

中

　

　

　

巨
　

　

　

摩

(第 3表)町村別地租額  (大正14年 )

1地 租額

日  )II

岡 部
春 日居

東 1石

八

代

48う    1  10,7う

6うう.741  14,1

川

塚

宮

垣

諸

城

吉

相

千

大

里

玉

山

住
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別
の
町
村
数
で
は
中
巨
摩
郡
が

一
三
町
村
と
半
ば
に
近
く
、
次
い
で
西
山
梨
郡

の
七
町
村
が
こ
れ
に
続
く
。

地
租
額
の
郡
市
別
構
成
は
、
甲
府
市

（
三
七

・
三
％
）
、
中
巨
摩
郡

（
三
六

・
三
％
）
、
西
山
梨
郡

（
二
〇

・
九
％
）
の
一
市
二
郡
に
集
中
し
て
お
り
、
事

実
、
こ
れ
ら
の
郡
市
で
全
体
の
九
四

・
四
％
に
達
す
る
。
こ
の
様
な
所
有
地
の

祝

母

川

国

貢

「
偏
在
」
は
土
地
集
積
過
程
に
於
い
て
あ
る
種
の

「
意
図
」
の
存
在
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
れ
を
町
村
段
階
ま
で
降
り
て
検
討
し
て
み

た
い
。
具
体
的
な
分
布
図
は
略
す
が
、
若
尾
家
の
耕
題
ゲ
所
在
を
地
図
に
落
す

と
、
そ
の
分
布
は
、
甲
府
市
周
辺
地
域
、
換
言
す
れ
ば
、
甲
府
盆
地
の
ほ
ば
中

央
部
の
釜
無
、
笛
吹
両
河
川
の
流
域
に
隣
接
す
る
水
田
が
比
較
的
多
く
展
開
し

て
い
る
地
域
と
い
え
る
。
試
み
に
所
有
地
の
所
在
村
を
大
正
末
年
段
階
の
山
梨

辮
留

韓

鐵

註

説

戦
鰍

ぷ

鶏

鰹

阻

辮

縫

鰯

絣

一
の
例
外
と
し
て
、

「
中

。
高
生
産
力
水
準
」
に
区
分
さ
れ
た
町
村
で
あ
り
、

三
分
の
二
は

コ
局
生
産
力
水
準
」
諸
町
村
で
あ
る
。
山
梨
県
の
町
村

全

体

の

「
生
産
力
水
準
」
の
構
成
が
、

「
高
生
産
力
水
準
」
二
七

・
九
、

「
中
生
産
力

水
準
」
三
八
上
ハ
、

「
低
生
産
力
水
準
」
三
三
・五
％
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と

「
高
生
産
力
水
準
」
諸
村
へ
の
集
中
は
か
な
り
高
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に

「
農
業
類
型
」
で
い
え
ば
、

「
養
蚕
米
作
型
」

一
三
町
村
、

「
米

作
養

蚕
型
」

一
一
町
村
と

「
両
類
型
」
で
全
体
の
七
割
を
占
め
て
い
て
、
山
梨
県
の

「
農
業
類
型
」
の
半
ば
を
超
え
る

「
養
蚕
型
」、
「畑
作
型
」
町
村
は
少
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
若
尾
家
の
地
主
経
営
の
基
盤
は
甲
府
市
周
辺
に
あ
っ
て
、

戦
前
段
階
に
於
け
る
山
梨
県
農
業
の
特
徴
で
あ
っ
た

「
米
と
繭
の
経
済
構
造
」

に
よ
っ
て
比
較
的
高
い

「
生
産
力
水
準
」
を
維
持
し
え
た
地
域
に
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

土
地
の
購
入
及
び
売
却
過
程
で
の
特
質

若
尾
家
の
土
地
集
積
過
程
全
体
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
資
料

は
な

い
。
こ
こ
で
は
二
代
目
民
造
が
家
督
を
相
続
し
た
明
治
二
八
年

（
一
八
九
五
）

以
降
の
不
動
産
売
買
の
記
録
で
あ
る

「
土
地
建
物
売
買
帳
」

を
検
討

す
る
こ

(第 4表)所有地所在諸村の「農業類型」と「生産力水準」の相関

1養 蚕 型 1 養蚕米作型 米作養蚕型

西条 1稲積

(ネ申山)|御影

千塚

岡部

1塗忌

大官
春日居

(源 )

(一宮

(大革

住吉

山城

玉諸

旭

池田

常永

括弧内の諸村の耕地は大正 7～ 13年間に全て売却された。
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と
を
通
し
て
若
尾
家
の
土
地
集
積
過
程
に
み
ら
れ
る
特
質
の
い
く
つ
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

第
五
表
は
、
明
治
二
八
年
か
ら
、
最
後
の
土
地
購
入
が
行
な
わ
れ
た
大
正

一

一
年
ま
で
の
若
尾
家
の
年
毎
の
購
入
件
数
、
面
積
、
購
入
代
金
と
そ
の
累
年
集

計
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に

「
土
地
建
物
売
買
帳
」
は
日
畑
の
合
算
、
日

畑
宅
地
を

一
括
し
た
購
入
代
金
の
記
入
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
地
目
別
の

集
計
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
日
畑
と

件
３

７

１

考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
五
表
に
よ
れ
ば
、
大
正

一
〇
年

（
一
九
二

一
）
を
除
き
毎
年
の
様
に
土
地

購
入
を
行
な
っ
て
お
り
、
二
八
年
間
に
一
一
八
件
、
二
一
〇
町
三
反
余
の
土
地

を
購
入
し
、
そ
れ
に
要
し
た
資
金
は
五
二
万
円
余
に
達
す
る
。
若
尾
家
の
土
地

所
有
の

「
ピ
ー
ク
」
と
考
え
ら
れ
る
大
正
六
年
の
所
有
地
面
積
は
六
三

一
町
歩

余
で
あ
崎
、）
し
た
が
つ
て
若
尾
家
は
こ
の
間
に
全
所
有
地
の
三
分
の
一
を
集
積

し
た
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
前
県
議
で
甲
府
市
会
議
員
で
あ
る
星
野
嘉
兵
衛

数1購入面積 1同 累 計 1購入代金 同 累 計

反
32.011 32,011

円
4,115,

20,035

4,115.6

187.71 219.7 24,200.

24,201.011 219。

219。 321 4.1う 24,205.17

切治28

29

30

31

92

3う

'4
3う

96

37

38

39

40

41

42

43

44

大正 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

646.01

8.61

う。9

18.31

86う。

874.521

880.42

898.

904.

1,109。 41

1,109.

1,112.う

1,208.111

2,024.

2,100。

2,102.

2,10,

104,741.

9,810

1,922

128,947.

198,757.

140,679.

178,341.

192,643.

236,286.

236,316.

255,802.

283,242.

288,286.14

3う 6,782.1

372,8ラ4.34

411,4う6.6

426,089.

432,560.

442,560.

458,860.

474,281.

474,292.

490,323.

492,39う 。

50う ,255.

2.

9う .611

,7,662.45

14,302.50

43,642.

90

19,486

27,440

5,043.75

48,496

96,072.20

38,う82.30

6,471.80

10,000

16,300

15,421

10.50

16,091.20

2,072

10,860

1 1,208,31

2,012.

2,016.

2,021.

1,う 98.1

1,716.90

1,905,401

1,977.01 14,652.4

2

4

8

4

7

7

う

1

う

9

1

6

13

8

8

う

2

1

9

1

う

4

う。

205。

389.

118`

188.

71.

3う .81

3.

う。41

2. 2,024.11

10

75.90

2.41

か
ら
甲
府
市
を
は
じ
め

西
山
梨
郡
の
五
ケ
村
に

跨
が
る
五
六
町
九
反
余

の
土
地
を
買
受
代
金
九

万
三

一
七
八
円
で

一
挙

に
購
入
し
た
明
治
三
二

年

（
一
八
九
九
）
を
中

心
と
す
る
明
治
二
八
ぞ

三
二
年
の
時
期
と
、
中

巨
摩
郡
田
之
岡
村
の
上

橋
孫
三
郎
か
ら
同
村
他

三
ケ
村
の
散
在
す
る
三

二
町
六
反
余
の
土
地
を

三
万

一
九
四
〇
円
で
購

入
し
た
明
治
四
二
年
を

含
む
明
治
四
二
ュ
四
四

年
の
時
期
の
急
増
ぶ
り

が
特
に
目
に
付
く
。
即

鋼4Ю気羽町殉 う21,00う 。

(第 5表)若 尾家土地購入高及び代金

宅地 300坪 =1反で換算
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(第 6表)購 入地規模別構成

4.6

9.2

1.う

う

6

1

10町以上

7

5町以上

小 計

小 計

ち
、
若
尾
家
は
中
小
地
主
層
の
全
所
有
地
を

一
挙
に
購
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
規
模
を
急
激
に
拡
大
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
若
尾
家
の
土
地
取
得

の
特
質
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を

「
土
地
建
物
売

買
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
購
入
地
の
規
模
別
構
成
表
で
あ
る

第
六
表
に
よ
つ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

同
表
に
よ
れ
ば
、
購
入
地
面
積
の
七
八

。
一
％
は
五
町

歩
以
上
の
土
地
の
一
挙
購
入
と
い
う
形
態
で
集
積
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
方
で
購
入
面
積
全
体
に
占

め
る
割
合
は
四

・
三
％
と
ほ
と
ん
ど
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
で
あ

る
が
、
購
入
件
数
か
ら
見
る
と
六
六

。
一
％
を
占
め
る

一

町
歩
未
満
、
就
中
、
そ
の
九
割
は
五
反
歩
未
満
で
あ
る
事

実
は
看
過
す
る
こ
と
は
で
き

な

い
。
即

ち
、

若
尾
家
は

「
甲
州
財
閥
」
の
統
帥
と
し

（て物
経
済
力
を
背
景
に
山
梨

県
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
位
置
す
る
は
ど
の
地
主
の
耕
地
を

・住販　　　　↑畔韓動時郡十」鮮にウ

動
・常永　　　郷聴弱い力ヽ甲鰤姉障脚卿

大
正

一
一
年
の
期
間
の
耕

計 1 2,076.6281100

(第 7表)町村別土地購入状況
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(第 8表) 日畑・宅地売却高及代金

田    畑

面  積 1同 累 計

売 却 代 金 (注 1)

金
 |

年 度

大正 7

8

9

10

11

12

13

14

昭和 1

2

286 8

18う 。

429. 2,410。 1081

lう 1.01 2,う 41,1221

92, 2,6う 3.う 28

屡50d
82.621

234.227

1,164 208

1,う 10.226

1,797.125

1,980,う 00

積 1同 累 計

2ダOd  2ダ 00
1,369.9011,391.90

247.221  1,639.12

う,199,う 21  6,838.64

4,47う 。28111,311.92

2,792.1う 114,104,0う

1,330.95115,43う。00

1,09う 。531 16,う 28.う 8

590'7117,118.9う

2,779.921 19,898.87

16.978 うう

1うう,033.80

151,382.50

588,834.43

378,167.20

329,177.47

23う ,1う 2.2う

2うう,672.62

150,659.91

991,う 3う 。う4

同 累 計

円
16,978,3う

170.012 15

う21,394.65

910,229.08

1,288,396.28

1,617,う 73.754

1,352,706.004

2,108,う 78.624

2,259,038.う う4

2,6う 0,う 7う 。87考

4.

78.12

1う 1.

929.91

う46.01

_ュ _」上 空 埜 !聖 |_l笹蟹 坐 望 望 |あ
φ∝う7期

4あ
φ∝始 酔

地
購
入
は
中
巨
摩
、
西
山
梨
両
郡
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治

蝉
脚

「 以
騨
勲
朔
焼
鱒
〕
姓

「 地講
暉
〕
瞳
嫌
ぬ
卿
つ 山
靱
郵
和
郷
つ
剤
靱
騨
禁
鞄
靴

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
様
に
若
尾
家
は
明
治
二
八
年
以
来

一
貫
し
て
土
地
購
入

を
行
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
大
正
七
年

（
一
九

一
八
）
、
そ
れ
ま
で
明
治
三

三
、
三
六
年
に
各
々
田
畑

一
反
二
七
歩
と
畑
四
歩
、
三
九
年
に
山
林
九
畝
二
四

歩
を
売
却
し
た
ケ
ー
ス
は
あ
っ
た
も
の
の
、
突
如

一
転
し
て
土
地
売
却
を
開
始

し
た
。
そ
の
後
若
尾
家
が
破
綻
す
る
直
前
の
昭
和
三
年
度
ま
で
の
日
畑
宅
地
売

却
高
及
び
代
金
の
推
移
を
示
し
た
の
が
第
八
表
で
あ
る
。
同
表
に
よ
れ
ば
、
若

尾
家
は
大
正
七
年
度
か
ら
昭
和
二
年
度
ま
で
の
一
二
年
間
に
、
そ
れ
ま
で
の
二

八
年
間
に
購
入
し
た
土
地
を
上
回
る
二
六
九
町
九
反
余
を
売
却
し
、
そ
の
売
却

代
金
は
、
前
述
の
土
地
購
入
代
金
の
総
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
二
六
五
万
円
余

に
達
す
る
。

売
却
の
時
期
は
ピ
ー
ク
で
あ
る
大
正

一
〇
年
度
に
続
く
数
年
間
で
あ
り
、
大

正

一
〇
を

一
四
年
度
の
五
年
間
で
全
体
の
八
二

・
五
％
を
占
め
る
。
こ
の
売
却

の
時
期
の
持
つ
意
味
は
後
に
検
討
す
る
と
し
て
、
夏
に
土
地
売
却
に
み
ら
れ
る

特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

売
却
地
の
規
模
別
構
成
表
で
あ
る
第
九
表
に
よ
れ
ば
、
件
数
、
面
積
構
成
共

に
前
掲
第
六
表
の
購
入
地
規
模
別
構
成
の
そ
れ
と
大
き
く

果
っ
て

い
る
。

即

ち
、
若
尾
家
の
集
積
耕
地
の
大
部
分
は
中
小
地
主
層
の
全
所
右
地
に
匹
敵
す
る

ほ
ど
の
規
模
の
耕
地
の
一
挙
購
入
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
土

地
売
却
は
、
件
数
の
九
割
、
面
積
の
四
二
・
八
％
が
五
反
未
満
と

「
零
細
」
な

も
の
の
比
重
が
高
い
。

又
、
町
村
別
土
地
売
却
状
況
を
示
し
た
第

一
〇
表
に
よ
れ
ば
、
若
尾
家
の
土

地
売
却
は
所
有
地
が
存
在
す
る
全
て
の
町
村
に
於
い
て
、
そ
の
量
の
多
寡
は
措

(注 1) 山林・原野,建物売却代金を含む
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く
と
し
て
、
例
外
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
売
却
地
面
積
の
郡
市
別
構
成
は
、

中
巨
摩
郡
が
四
三

・
五
％
で
首
位
に
位
置
し
、
次
い
で
西
山
梨
、
北
巨
摩
両
郡

が

一
七
％
台
で
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
郡
の
売
却
地
構
成
を
前
掲
第
三
表
の

換
算
地
価
の
構
成
と
比
較
す
る
と
か
な
り
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
こ
と

は
売
却
の
中
心
が
、
若
尾
家
の
地
主
経
営
の
基
盤
を
形
成
す
る
地
域
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

又
、
売
却
耕
地
の
田
畑
構
成
比
は
、
前
述
の
総
耕
地
面
積
の
八
対
二
と
ほ
ぼ

対
応
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
売
却
に
際
し
て
収
益
性
や
地
域
性
を
考
慮

し
た

「
意

図
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
若
尾
家
の
突
如
と
し
た

大
量
の
土
地
売
却
の
契
機
に
関
し
若
尾
地
所
部

「
大
正
十
年
度
決
算
報
告
」
は

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

従
来
ノ
小
作
制
度
ノ
欠
陥
卜
土
地
収
益
ノ
漸
減
ト
ハ

思
想
ノ
慇
化
卜
相
伴
フ
テ
益
々
将
来

二
小
作
争
議
フ

発
生
ス
可
キ
ハ
洵

二
明
カ
ナ
リ
而
シ
テ
昨
今
ノ
世
論

ハ
漸
ク
小
作
争
議
ノ
解
決
策
ト
シ
テ
ハ
自
作
農
創
成

二
如
ク
モ
ノ
ナ
シ
宜
シ
ク
大
地
主

ハ
上
地
フ
解
放
シ

テ
是

レ
ニ
当
ル
可
ン
ト
然
り
当
部
モ
夙

二
是

二
着
眼

シ
タ
リ
ツ
カ
世
論
ノ
敵
二
及

ハ
サ
レ
ハ
従
フ
ニ
誤
解

フ
招
キ
其
遂
行

二
困
難
多
キ
フ
慮
リ
シ
カ
機
漸
ク
熱

ツ
ケ
レ
ハ
本
年

一
月
部
内

二
是

レ
ヲ
発
表
ツ
新
関
紙

モ
洩
レ
伝
フ
ル
ニ
及
ヒ
公
然
卜

一
般
小
作
者

二
向
ヒ

共
需
メ
ニ
応
ス
ヘ
キ
ヲ
催
告
シ
又
日
本
勧
業
銀
行

ニ

交
渉
ン
テ
特

二
金
融
ノ
便
フ
謀
ル
事
ト
ナ
シ
又
商
来

殆
ド
間
断
ナ
ク
土
地
分
譲
ノ
交
渉

二
接
シ
既

二
各
方

面

二
渉
り
別
表
ノ
如
キ
成
績
フ
以
テ
田
畑
壱
百
町
歩
フ
売
却
セ
リ

前
掲
第
九
、
第

一
〇
表
の
検
討
に
よ
り
析
出
さ
れ
た
、
若
尾
家
の
耕
地
所
在

各
村
全
体
に
於
け
る
、
比
較
的
規
模
の
小
さ
な
耕
地
の
売
却
と
い
う
事
実
を
考

磯
嘉
つ 時
¨
契 「
脚
騨
騨
判
碑
↑
及
魯
”
勒
揆
膵
つ
調
�
部
輔
鴇
聰
胞
蟻
］
嚇
］
勲

れ
ば
、
山
梨
県
の
寄
生
地
主
は

一
九
二
〇
年
を
画
期
と
し
て
凋
落
を
開
始
し
た

と
さ
れ
初
¨
実
際
、
若
尾
家
も
、
大
正
七
年

（
一
九

一
八
）
を
起
点
と
す
る
大

量
の
土
地
売
却
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）

一
〇
月
段
階
で
、
日
畑

は
各
々
ピ
ー
ク
時
の
六
〇

。
二
、
四
七

・
五
％
に
ま
で
減
少
し
た
。
こ
の
若
尾

家
の
地
主
的
土
地
所
有
の

「
後
退
」
が
、
中
村
氏
が
言
う
様
に
根
津
家
や
広
瀬

家
の
場
合
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
か
い
な
か
に
就
い
て
の
判
断
は
、
若
尾
家
の

地
主
経
営
の
内
部
的
検
討
を
欠
く
現
在
、
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、

(第 9表)売 却地規模別構成
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筆
者
と
し
て
は
若
尾
家
の
該
時
期
の
大
量
の
土
地
売
却
の
契
機
に
関
し
て
は
、

単
に
地
主
的
土
地
所
有
の

「
後
退
」
と
し
て
で
は
な
く
、
若
尾
財
閥
の
全
生
涯

を
解
明
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
地
主
経
営
ば
か
り
で
な
く
銀
行
経
営
、
企

業
経
営
と
多
面
的
性
格
を
有
す
る
若
尾
財
閥
の
総
体
を
視
野
に
入
れ
、
も
っ
と

積
極
的
な
意
味
付
け
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

刑
罰
鋼
翻
刻

眈 295盈

売 却 土 地 面 積 (注 1) 売 却 額

坪
6,776.01 747,

47.3 9う。61
44.01

54.
46.

開 J

3.6
14.6

43,

24,
165,

9,

う8,
17,

10,

3. 295。 1

川
諸
垣
宮
塚
城
吉

相
玉
里
大
千
山
住

川
田
島
王
購
条
永
積
母
田
穂
影
岡
野
之

貢
池
松
竜
玉
西
常
稲
国
百
明
御
田
飯

47 21
145.82
16.1
9う .う

48.
21.

小計 別劣82η

1冨犠
82.3261

ぢ,:;!二十
|

711.
132

127. 17,91
16.1
89.
34,11
17.21

4004ゆ剰り盈引

珠朝挙男
居
部
川

日春
岡
日

732

26.う 1

| __________

1小計

即
ち
、
前
稿
に
よ
れ
ば
、
若
尾
家
が

一
転
し
て
本
格
的
な
土
地
売
却
を
開
始

し
た
大
正
七
、
八
年
と
い
う
時
期
は
、
同
時
に
、
若
尾
財
閥
に
と
っ
て
も
大
き

な
画
期
で
あ
っ
た
。
二
代
目
民
造
が
大
正
六
年

（
一
九

一
七
）
に
死
去
し
、
三

代
目
謹
之
助
が
相
続
し
た
代
替
り
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
若
尾

一
族
が
企
業

経
営

へ
積
極
的
に
乗
り
出
し
急
速
に

「
財
閥
」
と
し
て
の
外
観
を
整
え
て
い
っ

う30,00712う。

102.
28.

86
39う

247.う
204

6,

1,

6,

45,

12,

33,
26,う81

29,2
19,

20,9う

190,
47,1
46,

50,

10,う 1 7.21
3.1 3.1
13.00 13.00

99.91
27.1

96.3 92.20

17.30
56.821
321.825

262.1

う4.
うう。
15,

19。 91

260 11
56.3生

60。 91

う。901
1.811
56.821
30う。

'151.9241
う15
1

474
4,06う 。
245
319.

う7.
61.

86.1 84.201
84.301 8う .71

100. 99.0

28.

61,01
60,91

草
　
山
田

旭
大
　
神
中

野&引 狙 1651α

合 計12,388.01111,847.304う 40. う,727.

(注 1) 山林原野を含む。他に甲府市のみ建物 2,039坪 67
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た
時
期
で
も
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
民
造
の
死
去
に
伴
な
い
、
若
尾
財
閥
の

経
済
活
動
の
方
針
に
ひ
と
つ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
時
期
で
あ

る
。
こ
の
様
な
背
景
を
考
え
る
時
、
大
正
七
年
を
起
点
と
す
る
若
尾
家
の
大
量

の
土
地
売
却
は
、
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
の
若
尾
財
閥
の
破
綻
に
よ
っ
て
中

断
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
が
、
企
業
経
営

へ
の
進
出
に
伴
な
う
厖
大
な
資
金
量
の

確
保
と
い
う
意
味
合
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
具
体

的
に
説
明
で
き
る
資
料
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
な
い
。
し
か
し
、
今
後
検
証
す

べ
き
仮
説
と
し
て
敢
え
て
提
出
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
第

一
次

世
界
大
戦
後
と
い
う
時
期
が
若
尾
財
閥
に
と
つ
て
重
要
な
画
期
で
あ

る

こ
と

は
、
地
主
的
土
地
所
有
の
側
面
の
検
討
か
ら
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

課
題
の
大
き
さ
に
比
し
て
、
利
用
で
き
た
資
料
は
少
な
く
、
明
ら
か
と
な
っ

た
事
実
は
貧
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
と
な
っ
た
諸
点
を

整
理
し

一
応
の
総
括
と
し
た
い
。

●
若
尾
逸
平
は
、
そ
の
伝
記
が
述
べ
る
様
に
、
明
治

一
〇
年
代
後
半
か
ら
二

〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
時
期
に
急
激
な
土
地
集
積
を
行
な
い
、
明
治
二
〇
年

代
初
頭
地
主
経
営
の
基
盤
を

「
確
立
」
し
た
。

①
若
尾
家
の
直
接
国
税
額
に
占
め
る
地
租
の
割
合
、
更
に
、
所
得
税
額
に
占

め
る

「
土
地

二
付
」
納
め
た
所
得
額
の
割
合
と
も
に
他
の
多
額
納
税
者
の
そ
れ

を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
若
尾
家
の
経
営
基
盤
の
主
要
部
分
は
地
主
的
土
地

所
有
に
あ
っ
た
。

口
若
尾
家
の
所
有
地
は
大
部
分
が
耕
地
で
あ
り
、
山
梨
県
は
畑
勝
ち
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
八
割
は
日
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
府
市
を
中
心
と
し

た
宅
地

・
建
物
の
存
在
も
見
逃
せ
な
い
。

四
若
尾
家
の
所
有
地
は
、
甲
府
市
、
西
山
梨
、
中
巨
摩
郡
に
集
中
し
、
な
か

で
も
釜
無
、
笛
吹
両
河
川
の
流
域
の
水
田
地
帯
に
多
く
展
開
し
て
い
る
。

口
若
尾
家
の
耕
地
が
存
在
す
る
諸
村
は
、
養
蚕
と
米
作
を
組
み
合
わ
せ
た
、

山
梨
県
で
は
相
対
的
に

「
生
産
力
水
準
」
の
高
い
地
域
に
属
す
る
。

い
若
尾
家
は
、
中
小
地
主
層
の
全
所
有
地
の
一
挙
購
入
と
い
う
方
法
で
経
営

規
模
を
急
激
に
拡
大
す
る

一
方
で
僅
か
な
耕
地
片
の
購
入
も
丹
念
に
行
な
っ
て

お
り
、
購
入
の
地
域
は
西
山
梨
、
中
巨
摩
両
郡
が
中
心
で
あ

っ
た
。

①
し
か
し
、
若
尾
家
は
、
大
正
七
年

一
転
し
て
所
有
地
が
存
在
す
る
全
て
の

町
村
で
土
地
売
却
を
開
始
し
、
昭
和
二
年
ま
で
に
、
田
畑
の
四
割

を
売

却

し

た
。い
以
上
の
検
討
か
ら
、
若
尾
家
は
地
主
的
土
地
所
有
＝
地
主
経
営
の
側
面
で

も
、
第

一
次
世
界
大
戦
を
画
期
と
し
て

「
転
換
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す

ヱ０
。の
こ
の
地
主
的
土
地
所
有
に
於
け
る

「
転
換
」
の
契
機
を
地
主
経
営
内
部
の

検
討
を
通
じ
て
探
る
こ
と
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

注（１
）

『
甲
府
市
史
研
究
』
、
第
二
号

（
甲
府
市
、　
一
九
八
五
）
。

（
２
）
永
原
慶
二
他

『
日
本
地
主
制
の
構
成
と
段
階
』

（東
大
出
版
会
、　
一

九
七
四
）
、
五

一
三
頁
。

（
３
）
若
尾
地
所
部

『
大
正
六
年
度
決
算
報
告
書
』
、
な
お
若
尾
地
所
部
で

は

一
一
月
よ
り
翌
年

一
〇
月
ま
で
を
年
度
と
し
て
い
た
。

（
４
）
有
泉
貞
夫

「
明
治
十
六
年
地
方
巡
察
使
質
問
条
頂
答
案
」

（
『
甲
斐

史
学
』
三
号
、　
一
九
五
八
）
、
五
五
頁
。

（
５
）
永
原
他

『前
掲
書
』
、
五

一
三
頁
。
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（
６
）
永
原
他

『
前
掲
書
』
、
二
三
頁
。

（
７
）
前
述
の

「
巡
察
使
質
問
事
件
取
調
書
」
の

「
不
動
産
五
万
円
」
が
地

価
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
明
治

一
六
年
か
ら
二
〇
年
の
五
年
間
で
若

尾
家
の
土
地
集
積
規
模
は
二

・
六
倍
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
８
）
内
藤
文
治
良

『
若
尾
逸
平
』

（
一
九

一
四
）
、
四
四
六
１
四
九
頁
。

（
９
）
男
治
三

一
年

（
一
八
九
八
）
よ
り
営
業
税
が
加
わ
る
。

（
１０
）
山
梨
県
の
場
合
は
、
安
良
城
盛
昭
編
の
か
た
ち
で
復
刻
が
な
さ
れ
て

い
る
。

（
Ｈ
）
因
に
、
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
、
明
治

一
六
、
二
〇
両
年
の
若
尾
家

の
集
積
耕
地
面
積
の
推
計
を
行
な
う
と
明
治

一
六
年
の
場
合
は
田
八
〇

町
歩
、
畑

一
六
町
歩
、
明
治
二
〇
年
の
場
合
は
田
二
五
三
町
歩
、
畑
五

〇
町
歩
と
な
る
。

（
・２
）
若
尾
地
所
部

「
決
算
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
大
正
四
を
八
年
の
間
は

実
際
の
面
積
を
下
回
っ
て
い
る

一
方
で
、
大
正

一
四
年
は
実
際
面
積
を

か
な
り
上
回
っ
て
い
る
。

（
・３
）
昭
和
四
年

（
一
九
二
九
）
以
降
は
破
綻
し
た
た
め

「
名
簿
」
に
登
載

さ
れ
な
い
。
又
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
の
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
、

大
正

一
二
年

（
一
九
二
三
）
と
大
正

一
四
年

（
一
九
二
五
）
四
月
も
登

致
が
な
い
。
な
お
、
同
年
七
月
の
名
簿
に
は
登
場
し
、
当
主
謹
之
助
は

貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。

（
・４
）
若
尾
家
の
隔
絶
し
た
巨
大
地
主
と
し
て
の
存
在
に
就
い
て
は
、
安
良

城
盛
昭

「
日
本
地
主
制
の
体
制
的
成
立
と
そ
の
展
開

（中
の
一
０

」

（
『
思
想
』
五
八
四
号
、　
一
九
七
三
）
の
第
二
八
図
を
参
照
せ
よ
。

（
・５
）
明
治
四

一
年
の
日
畑
以
外
の
面
積
推
計
は
宅
地

一
九
町
歩
、
山
林

一

六
町
歩
で
あ
る
。

（
・６
）
中
村
政
則

『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
』

（東
大
出
版
会
、　
一
九
七

九
）
、
六
二
頁
。
な
お
、
既
に
述
べ
た
様
に
、
地
主
と
し
て
の
若
尾
家

の
隔
絶
し
た
規
模
を
考
え
る
な
ら
ば
、
若
尾
家
を
除
い
た
多
額
納
税
者

の
地
租
の
比
重
は

一
層
低
く
な
る
。

（
・７
）
同
年
の
場
合
は

「
商
業
ヨ
リ
生
ス
ル
所
得
税
」
が
七
二
二
円
七
七
銭

あ

っ
た
。

（
・８
）
中
村

『
前
掲
書
』
、
六
三
頁
。

（
・９
）
大
正

一
四
年
以
前
の

「
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
人
名
簿
」
で

は
地
租
を
納
入
し
た
町
村
名
は
判
明
す
る
が
、
各
々
の
町
村
段
階
で
の

納
入
地
租
額
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
町
村
別
の
小
作
料
収
取
状
況
は
大

正
五
年
度
が
判
明
す
る
が
、
地
価
金
、
面
積

へ
の
換
算
に
は
難
点
が
あ

）る
。

（
２０
）

「
ピ
ー
ク
」
時
の
大
正
五
年

（
一
九

一
六
）
に
は

一
市
三
四
ケ
町
村

に
分
布
し
て
い
た

（
国
里
、
清
田
両
村
は
大
正

一
〇
年
に
合
併
し
て
玉

諸
村
と
な
る
の
で

一
村
と
数
え
た
）。

（
２．
）
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
の
若
尾
地
所
部
の
不
動
産
資
産
構
成
に
よ

れ
ば
、
面
積
を
基
準
と
す
る
郡
部
地
域
の
地
目
構
成
は
田
八
〇

・
四
、

畑

一
六

・
三
、
宅
地
○

・
八
、
山
林
原
野
二

・
六
％
で
あ
り
、
甲
府
市

の
そ
れ
は
各
々
五
二

・
一
、
三
二

・
六
、
二
〇

・
二
、
五
％
と
な
っ
て

い
る

（第
二
表
を
参
照
せ
よ
）。
　
以
下
の
記
述
は
耕
地
に
重
点

を
置

（２２
）

「
農
業
類
型
」
と

「
生
産
力
水
準
」
に
就
い
て
は
拙
稿

「
山
梨
県
に

於
け
る
農
業
生
産
の
地
域
的
特
質
」

（地
方
史
研
究
協
議
会
編
、

『
甲

府
盆
地
―
そ
の
歴
史
と
地
域
性
』
、
雄
山
閣
出
版
、　
一
九
八
四
）
を
参

照
せ
よ
。
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（
２３
）
前
掲
拙
稿
で
行
な
っ
た

「
生
産
力
水
準
」
の
指
標
は
、
資
料
的
制
約

に
よ
る
が
、
米
と
繭
の
一
戸
当
り
生
産
額
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
た
め

葡
萄
園
が

一
八
〇
町
歩
余
も
展
開
し
葡
萄
生
産
に
特
化
し
て
い
る
祝
村

の
場
合
は

「
低
生
産
力
水
準
」
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
実
情
は
か
な
り
豊
か
な
村
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（２４
）

「
両
類
型
」
は
比
較
的
性
格
が

ハ
ッ
キ
リ
し

て

い
る

「
米

作
」
、

「
養
蚕
」
、

「
畑
作
」
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
複
合
的
性
格
を
有
す

る
町
村
で
、
米
あ
る
い
は
繭
の
比
重
の
違
い
に
よ
っ
て
二
類
型
化
を
行

な
っ
た
。

（２５
）
若
尾
地
所
部

「
大
正
六
年
度
決
算
報
告
」
。

（
２６
）
農
商
務
省
の
手
に
よ
る
大
正

一
三
年

（
一
九
二
四
）
の

「
五
十
町
歩

以
上
大
地
主
ノ
調
査
」
に
よ
れ
ば
山
梨
県
で
は
二
三
名
を
数
え
る
に
す

ぎ
な
い
。

（
２７
）

「
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
人
名
簿
」
に
よ
れ
ば
明
治
二
三
年

段
階
に
は
南
都
留
郡
三
吉
、
西
八
代
郡
大
塚
、
中
巨
摩
郡
三
町
、
北
巨

摩
郡
多
摩
の
各
村
に
土
地
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
記
載
が
な
く
な

つ
た
り
、
明
治
四
〇
年
に
な
っ
て
中
巨
摩
郡
田
之
岡
村
の
登
場
が
み
ら

れ
る
な
ど
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。

（
２８
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
第
八
表
で
田
畑
の
売
却
面
積
が
激
減
す

る
昭
和
初
年
の
状
況
に
就
い
て
若
尾
地
所
部

「
昭
和
元
年

度

決

算
報

れ
屋

は
、

「
土
地
分
譲

二
就
テ
ハ
農
作
物
収
入
漸
減
卜
引
方
ノ
増
大

ニ

ヨ
リ
耕
地
占
有
ノ
慾
望
薄
弱
ト
ナ
リ
申
込
ム
モ
ノ
炒
少
ト
ナ
リ
」
と
述

べ
て
い
る
。

（
２９
）
中
村

翌
刷
掲
圭
屋

、
二

三
ハ
ー
三
二
二
頁
。

（
３０
）
拙
稿

「
昭
和
初
年
に
於
け
る
若
尾

一
族
の
企
業
活
動
の
実
態
」
３
甲

府
市
史
研
究
』
、
第
二
号
、
甲
府
市
、　
一
九
八
五
）
。

（
市
え
編
さ
ん
専
門
委
員
）
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